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３

毎週火 金曜日発行･

改 正 後 改 正 前

別表（第 条関係）

～ 略

関金町

機 関 職

議会事務

局

局長

町長部局 課長 室長

保 育 所 所長

教育委員

会事務局

教育長 次長

別表（第 条関係）

～ 略

２
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２

１ ７

◇ 公平委員会 事務 鳥取県 委託 地方公共団体 管理職員等 範囲 定

規則 一部 改正 規則（ ）（給与課）…………………………………………………………

公平委員会 事務 鳥取県 委託 地方公共団体 管理職員等 範囲 定 規則 一部 改正 規

則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県人事委員会委員長 奥 田 悦 子

公平委員会 事務 鳥取県 委託 地方公共団体 管理職員等 範囲 定 規則 一部 改正

規則

第 条 公平委員会 事務 鳥取県 委託 地方公共団体 管理職員等 範囲 定 規則（昭和 年鳥

取県人事委員会規則第 号） 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目（以下 条 「移動別表細目」

。） 対応 次 表 改正後 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目（以下 条

「移動後別表細目」 。） 存在 場合 、当該移動別表細目 当該移動後別表細目 、移動

別表細目 対応 移動後別表細目 存在 場合 、当該移動別表細目 削 。

人委規則
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第 条 公平委員会 事務 鳥取県 委託 地方公共団体 管理職員等 範囲 定 規則 一部 次

改正 。

次 表 改正前 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目（以下 条 「移動別表細目」

。） 対応 次 表 改正後 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目（以下 条

「移動後別表細目」 。） 存在 場合 、当該移動別表細目 当該移動後別表細目 、移動

別表細目 対応 移動後別表細目 存在 場合 、当該移動別表細目（以下 条 「削除別

２ の を に している の の を める の を の

ように する

の の の の の に が かれた の この において

という に する の の の の の に が かれた の この にお

いて という が する には を とし
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表細目」 。） 削 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（別表 細目 表示及 削除別表細目 除 。） 削 。

次 表 改正後 欄中太線 囲 部分 加 。
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の の の で まれた を える
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教育委員
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教育長 課長

公 民 館 館長

中 学 校 校長 教頭
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郡家町

別表（第 条関係）

略
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第 条 公平委員会 事務 鳥取県 委託 地方公共団体 管理職員等 範囲 定 規則 一部 次

改正 。

次 表 改正前 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目（以下 条 「移動別表細目」

。） 対応 次 表 改正後 欄中別表 細目 表示 下線 引 別表 細目（以下 条

「移動後別表細目」 。） 存在 場合 、当該移動別表細目 当該移動後別表細目 、移動

別表細目 対応 移動後別表細目 存在 場合 、当該移動別表細目 削 、移動後別表細目 対応

移動別表細目 存在 場合 、当該移動後別表細目 加 。
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附 則

規則 、平成 年 月 日 施行 。 、第 条 規定 同月 日 、第 条 規定 同月

日 施行 。
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